
入 札 者 入 札 再 入 札

業 者 名 代表者名 順 金 額 順 金 額

平成３０年度　町単独土木事業　舗装工事

板野町那東　船城宅の所　外１件

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

工事種別

路　線　名

工事箇所

町道３２１号線外

住　　　所

予定価格

徳島県徳島市川内町下別宮西２３１－７

（株）川内開発

1,964,000

2,270,000

工事概要

入 札 の 状 況

楠本　辰夫

1,963,000

（様式２）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項の規定に基づき、次の事項を公表する。

公表日

入札日

工事年度

工　事　名

契約業者名

工　　期

指名業者

指名理由

契　約　金　額 （税込み）

着工 完成

代表者名

最低制限価格

下表入札参加業者と同様

板野町指名審査委員会により指名

整理番号 4 平成30年11月27日

平成30年11月27日 平成31年2月28日

2,121,120

　施工延長　Ｌ＝５０．０ｍ＋７０．０ｍ

　　舗装工　Ａ＝１９１ｍ２＋２８６ｍ２

　　仮設工　交通誘導員Ｂ　８人

平成30年11月26日 入札場所 板野町町民センター １階 「多目的ホール」

平成30年度

ほ装

AM10：00

楠本　辰夫 ①（株）川内開発 1,964,000

月岡　博 7（株）月岡組 1,972,000

山本　富夫 5（有）山本建設 1,966,000

小山　静子 2小山建設（有） 1,965,000

明松　耕一 辞退明松建設（有）

近藤　秀敏 10三成建設（株） 1,988,000

橋本　正雄 5（有）橋本土建 1,966,000

数胴　清治 8（有）幸神建設 1,978,000

林　健治 2（有）マルハ土建 1,965,000

吉本　義治 11（有）吉建 1,997,000

水口　眞由美 12四国通建工事（株） 2,129,000

池田　榮 2（株）池田組 1,965,000

築本　京佳 9(有)築本土建 1,986,000

最低制限価格未満の入札者名



平成３０年度　町単独土木事業　舗装工事

整理番号 4

工事名

入札業者名 代表者名 入札金額 3桁番号 入力時間 ミリ秒

1,964,000（株）川内開発 楠本　辰夫 118 671H30/11/26 10時14分29秒671

1,972,000（株）月岡組 月岡　博 124 972H30/11/26 10時14分37秒972

1,966,000（有）山本建設 山本　富夫 888 695H30/11/26 10時14分45秒695

1,965,000小山建設（有） 小山　静子 301 949H30/11/26 10時14分53秒949

辞退明松建設（有） 明松　耕一

1,988,000三成建設（株） 近藤　秀敏 129 984H30/11/26 10時15分03秒984

1,966,000（有）橋本土建 橋本　正雄 126 042H30/11/26 10時15分13秒042

1,978,000（有）幸神建設 数胴　清治 517 878H30/11/26 10時15分21秒878

1,965,000（有）マルハ土建 林　健治 127 890H30/11/26 10時15分29秒890

1,997,000（有）吉建 吉本　義治 111 949H30/11/26 10時15分37秒949

2,129,000四国通建工事（株） 水口　眞由美 211 539H30/11/26 10時15分46秒539

1,965,000（株）池田組 池田　榮 555 433H30/11/26 10時15分56秒433

1,986,000(有)築本土建 築本　京佳 194 210H30/11/26 10時16分04秒210

予定価格

1,963,920

1,963,000

最低制限価格

最低制限価格(切捨後)

2,270,000

入札無効業者 入札辞退業者 入札欠席業者 入札棄権業者

明松建設（有）



設計価格（税抜）

整理番号

＜　公　表　用　＞

工 事 名 平成３０年度　町単独土木事業　舗装工事

設計価格の内訳

直 接 工 事 費

一 般 管 理 費 等

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

¥1,150,093

最低制限基本価格 1 , 9 6 0 , 0 0 0 円

ランダム係数

最低制限価格 1 , 9 6 3 , 0 0 0 円

4

¥192,000
¥518,000
¥415,907

2,276,000円

1 . 0 0 2 0

最低制限基本価格[税抜]＝「直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費等×0.55」

ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の

9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。


